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各小中学校 保護者 様

臨時休校の延長について

大泉町教育委員会
教育長 國井 勉

日頃より本町の教育活動にご理解とご協力をいただき、感謝申しあげます。
５月７日より、町内の小中学校の教育活動を再開する予定でしたが、緊急事態宣言が全

国に拡大されるとともに、県内や国内の感染者は依然増加傾向にあり、現在、安全に教育
活動を再開できる根拠は見当たらない状況です。県立学校の再開が５月末まで延期される
ということも踏まえ、検討を重ね総合的に判断した結果、５月７日（木）からの教育活動
再開を延期し、町内小中学校の臨時休校を５月２９日（金）まで延長いたします。休校の
延長により、戸惑いや不安、支障などもあるかと思いますが、ご理解・ご協力のほどよろ
しくお願いいたします。

記

１．臨時休校の延長期間

５月７日（木）～５月２９日（金）まで 臨時休校の延長

※ 原則として登校日は設けないこととします。

２ 臨時休校の延長に伴う対応
○学校の教職員は、感染症拡大防止の取組により、交代での「在宅勤務」を行っており
ますが、臨時休校中、児童生徒への学習支援等については、各学校で工夫しながら適
切に行っていきます。

（１）児童生徒の家庭学習への支援
①教科書に基づく学習教材や復習教材を作成し配付します。
（基本的には、各学校へ受け取りに行っていただきます。詳しくは、各学校より
お伝えいたします。）

②インターネットによる「家庭学習サービス（ラインズｅアドバンス）」を活用し
て、家庭学習支援の補助を行います。
（保護者・児童生徒にログインＩＤとパスワードを配付し、家庭での家庭学習に
活用できるようにいたします。詳しくは、各学校よりお伝えいたします。）

③文部科学省の「子供の学び応援サイト」や群馬県教育委員会の「オンラインサポ
ート授業」等もご活用ください。

（２）児童生徒の生活の支援
①配付物を受け取りに来校する時、家庭への電話連絡、また、必要に応じてお伺い
することを通して、児童生徒の様子を確認しながら家庭との連携を図ります。
（概ね１週間に１回程度）

②学校では様々な相談をお受けいたします。また、学校だけでなく、必要な場合に
は、町教育研究所や群馬県等の相談窓口もご活用ください。
・大泉町教育研究所 ０２７６－６３－８６２６
・２４時間子供Ｓ０Ｓダイヤル ０１２０－０－７８３１０
・子ども教育・子育て相談 ０２７０－２６－９２００

（３）ご家庭へのお願い
①規則正しい生活リズムを保つため、学習などの「すべきこと」と、趣味などの
「したいこと」をバランスよく計画的に行えるよう、各家庭で「励まし」や
「ねぎらいの声かけ」をしてください。

②インターネットやゲームの利用については、「各家庭でルールを決める」など、
依存に陥らないよう、見守っていただきますようお願いいいたします。


